
平成 28 年度  医療法人すくすくこどもクリニック・病児保育室すくすくの森 利用規約 
第１条 名称および運営・管理 
 本病児保育室の名称は、病児保育室すくすくの森。 
運営・管理は、医療法人すくすくこどもクリニックが行います。 

第２条 所在地 
 本施設は、愛知県豊田市東山町２－２－９に置きます。 
第３条 目的 
 本施設は、医療法人すくすくこどもクリニックスタッフが、保護者に代わり病気の子どもを看護・保育し、育児支援す

ることを目的とします。 
第４条 保育・看護の方針 
 医師・看護師・保育士・心理士・その他スタッフが連携をとり、お子様を保育・看護いたします。保護者の代わりにな

ることはできませんが、身体ケアに加えてメンタルケアにも目を向けながら、“とにかく優しく包んであげたい”を合い

言葉に対応いたします。 
第５条 利用資格 
 ①本規約を承知の上、利用規約に署名・捺印の上、お申し込みをしてください。 
 ②保育対象となるお子様は、０歳から小学校 6 年生までといたします。 
 ③市内委託利用の場合は、生後 6 ヶ月～小学校 6 年生までが対象 
第６条 登録        
①事前登録必須  ②登録は当該年度のみ有効  ③登録費、無料 

第７条 病児保育室すくすくの森利用方法      （ 別紙参照 ） 
第８条 料金（表参照 全て消費税込み） 

区分 利用条件 時間 料金 
１ 委託児 豊田市内在住  1 日８名 

6 ヶ月以上～小学 6 年生 
8:30～17:00 2000 円 

２ 委託外児 市外在住または、6 ヶ月未満児 〃 1200 円／時（3 時間以上での申し込み） 
３ 時間外 前日予約のみ 17:00～19:00 500 円／30 分 

3 時間以上 委託外 300 円／15 分 
４ お弁当（お茶含む）   500 円 

① 前日、17 時以降のキャンセルは、予約時設定料金の 100％を申し受けます。 
 ② 一旦、お預かりした料金の返金はいたしません。 
 ③ 利用時間内に病状変化により医師が診察した場合、別途料金が発生する場合があります。 
第９条 料金の支払い方法 

① 原則、預け入り時、保育料・その他を合わせた金額をお支払いいただきます。 
② 利用金の支払いは 1ヶ月以上遅れた場合は、支払い期日から完済まで月利 2.5％の延滞金をお支払いいただきます。

また、支払い期限を過ぎて 2 ヶ月以上の滞納があったときは、会員資格喪失となりその後当該施設のご利用ができ

なくなります。 
第１０条 会員資格の喪失 

① 申込者により脱会申し出があった時 
② 利用規約に違反した時 
③ 当院および当施設の名誉や信用を傷つけた時 
④ 料金の支払いが２ヶ月を超えて滞納した場合 

第１１条 補償の限度 
 当施設サービス利用中に、万が一事故などが発生した場合には保険の範囲で補償させていただきます。しかし、不可抗

力による事故の場合、病状悪化による場合は、保険が支払われない場合もございますので、ご了承願います。 
第１２条 利用制限 

① お子様の病状により、お受けできない場合もございます。 
② 暴風雨警報、東海地震警報が発令された場合、保育はお受けできません。 
③ 緊急時を含め、医療法人すくすくこどもクリニック診察に同意いただけない場合。 

第１３条 個人情報の取り扱い 
 医療法人すくすくこどもクリニックの定めに準ずる。 
第１４条 規約の変更 
 本規約の変更は、医療法人すくすくこどもクリニックが定め、その効力は全ての会員に及ぶものといたします。以上を

承知の上、医療法人すくすくこどもクリニック病児保育室の利用を申し込みます。      （平成 28 年 3 月 31 日） 
・・・・・・・・・・・・・・きりとり・・・・・・・・・・・・・・ 

平成 28 年度 病児保育室すくすくの森利用規約に同意いたします。 
 
平成 28 年   月    日 

 
保護者氏名                      
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お子様写真掲載依頼 
 
 

前略 近年、ネットアップによる幼児ポルノへの転用が指摘され、自粛を求める動きがあります。し

かし、「百聞は一見にしかず」。楽しそうに過ごしている子どもの姿より、保育室の和やかな日常や、

病児保育室の実際を感じていただけたらと思っております。 
 下記目的以外の使用はいたしません。可能な範囲でご許可いただき、ご理解、ご協力いただけるよ

うお願い申し上げます。 
 

草々 
記 

 
使用目的   病児保育室の日常および利用方法などを、他の利用者に伝える為。 

以上 
 

 
 
  

クリニック・保育室への掲示、病児保育室すくすくの森「おたより」への掲載、ホームページへの

掲載を許可について。 
 

□ 掲載を許可します。 
 

□ ホームページ・ネットのみ不可。 
 

□ いかなる場合も不可 
                              記入日     年    月    日 
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ご住所   
 
 

お子様氏名   生年月日     
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